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自己点検・評価報告書 

 平成２５年度動物実験に関する自己点検・評価報告書は、文部科学省が策定

した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（以下、「基本指

針」という。）（文部科学省告示第７１号平成１８年６月１日）」及び「国立大学

法人東京医科歯科大学動物実験規則（規則第 36 号平成 20 年 7 月 30 日）」に基

づき、本学の動物実験に関し、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日

までの期間における基本指針への適合性について、点検及び評価を実施し、ま

とめたものである。 

平成２６年 ６月 ２０日 

国立大学法人 

東京医科歯科大学 

動物実験委員会委員長 久保田 俊郎 



Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 

１．機関内規程 

１）評価結果 

☑ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。 

   □ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 機関内規程が定められていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

東京医科歯科大学動物実験規則、東京医科歯科大学実験動物センター規則 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

基本指針に則して、東京医科歯科大学動物実験規則及び実験動物センター（平成 22年 4

月に組織改編に伴い施行）を適切に運用した。 

４）改善の方針、達成予定時期 

該当せず。 

２．動物実験委員会 

１）評価結果 

☑ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。 

   □ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。 

   □ 動物実験委員会は置かれていない。 

２）自己点検の対象とした資料 

東京医科歯科大学動物実験規則 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

基本指針に則して、動物実験委員会が設置されている。 

４）改善の方針、達成予定時期 

 該当せず。 

３．動物実験の実施体制

（動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか？）

１）評価結果

☑ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。

   □ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

   □ 動物実験の実施体制が定められていない。

２）自己点検の対象とした資料

東京医科歯科大学動物実験規則、動物実験計画書等



３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

  基本指針に則して、動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定め

られている。

４）改善の方針、達成予定時期

 該当せず。

４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制

（遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか？）

１）評価結果

☑ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべ

き点がある。

□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められていない。

□ 該当する動物実験は、行われていない。

２）自己点検の対象とした資料

 東京医科歯科大学動物実験規則、東京医科歯科大学遺伝子組換え生物等実験安全管理規

則、東京医科歯科大学病原微生物等安全管理規則等 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。）

 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が規則により定められている。また、動物

実験計画書に、遺伝子組換え生物等実験及び病原微生物等に関する申請承認状況を記載す

る項目があり、両計画書が承認されなければ実験が行えない体制が執られている。

４）改善の方針、達成予定時期

 該当なし。

５．実験動物の飼養保管の体制

 （機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、各施設に実験動物管理者が置か

れているか？）

１）評価結果

   □ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

 東京医科歯科大学動物実験規則、飼養保管施設設置承認申請書等

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 動物実験委員会により、飼養保管施設及び動物実験室の設置申請について審査を行い、



承認する体制を執っている。また、遺伝子組換え生物等実験安全委員会等により、遺伝子

組換え生物等の取扱いについて審査を行い、承認する体制を執っている。

４）改善の方針、達成予定時期

 現況調査の際に各飼養保管施設における管理マニュアルの作成が徹底されていなかった

ため、これを提出させ、より厳格な管理を行う。

６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果）

 動物実験については、毎年度、実験責任者から動物実験計画書を提出させ審査している

が、必要に応じて動物実験委員が実験責任者に対してヒアリングすることとしている。平

成２５年度については３４件についてヒアリングを実施しており、より厳格な審査を行っ

ている。

Ⅱ．実施状況

１．動物実験委員会

 （動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか？）

１）評価結果

☑ 基本指針に適合し、適正に機能している。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

東京医科歯科大学動物実験規則、動物実験委員会議事要旨等

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 動物実験計画書の審査、実験の把握、また、飼養保管施設及び動物実験室の審査と承認

後の施設の把握など、基本指針に則して行われている。なお、前年度の改善方針を受け、

委員会の透明性をより高めるために平成 24年度から外部委員が参画している。
４）改善の方針、達成予定時期

該当なし。

２．動物実験の実施状況

 （動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか？）

１）評価結果

☑ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

 動物実験計画書（新規、更新、変更計画）



３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 動物実験計画書の審査にあたっては、事務での書式のチェック、実験動物センターでの

事前審査、動物実験委員会での審査と３段階で行っており、必要に応じて修正やコメント

を求めている。重要な修正においては、再審査を行うことにより、基本指針に則した審査

を実施している。

各実験計画に対する報告書提出の実効力を担保するため、平成 24年４月から実験報告書
の提出を義務付けている。また、中型、大型動物の動物実験においては、動物実験委員会

が実験責任者に対してヒアリングすることで、より厳格な審査を行っている。

４）改善の方針、達成予定時期

 該当せず。

３．安全管理を要する動物実験の実施状況

（当該実験が安全に実施されているか？）

１）評価結果

☑ 基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

   □ 該当する動物実験は、行われていない。

２）自己点検の対象とした資料

動物実験計画書、遺伝子組換え生物等実験計画申請書、遺伝子組換え生物等の譲渡等計

画書、微生物等利用・保管届出書、申請書、毒素等利用・保管届出書

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

遺伝子組換え生物等実験安全委員会や病原微生物等実験安全委員会、研究安全管理室等

との連携のもと、本学の規則に則した実験が実施され、事故または違反はなかった。さら

に、研究安全管理室において各種実験に関する研修会を行い、遺伝子組換え動物実験や感

染動物実験等を含めた安全管理を徹底している。

また、前年度の改善方針を受け、病原微生物等安全管理マニュアルを改正し、生物毒の

利用保管についても、安全管理の徹底のため届け出を要することとし、動物実験計画書に

は、生物毒を利用する際に届け出がなされていることを記載する項目を設けた。 

４）改善の方針、達成予定時期

該当なし。

４．実験動物の飼養保管状況

（実験動物管理者の活動は適切か？ 飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施され

ているか？）

１）評価結果



   □ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

 東京医科歯科大学動物実験規則、東京医科歯科大学実験動物センター利用に関する細則

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 実験動物管理者は、常時施設職員、委託飼養者と連絡をとり、飼養保管についての業務

内容の把握と改善に努めている。飼養及び保管については、東京医科歯科大学実験動物セ

ンター利用に関する細則及び各マニュアルで規定している。

４）改善の方針、達成予定時期

 学内には、実験動物センター以外にも各分野等で飼養保管施設、動物実験室を設置して

いるが、今後３年以内の実験動物センター集中化を促進していくにあたり、平成２５年度

から実験動物センターマウス集中化ＷＧを立ち上げた。

５．施設等の維持管理の状況

（機関内の飼養保管施設は適正な維持管理が実施されているか？ 修理等の必要な施設や

設備に、改善計画は立てられているか?）
１）評価結果

□ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

 環境検査報告書、定期微生物検査成績、オートクレーブ点検結果報告書

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 実験動物センターでは定期的に環境調査、飼育動物の微生物検査（年４回）を実施し、

飼育室内の環境、微生物汚染の有無等をモニターしている。

ハード面に関しては、オートクレーブの定期点検や飼育ラックのフィルター交換などの機

器の維持管理を行っている。また各飼養保管施設の出入り管理を行っており、全てのデー

タを管理する体制としている。

４）改善の方針、達成予定時期

 実験動物センター中央飼養保管施設は、平成２５年度より改修工事に着手し、平成２６

年度内に再稼働する予定である。

６．教育訓練の実施状況



（実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか？）

１）評価結果

   □ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

☑ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

 実験動物センター講習会の記録、講習会説明資料

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 動物実験実施者、飼養者等を対象に年４回講習会を行っている。実験動物施設の利用に

際しては講習の受講を義務づけており受講者にのみ利用許可を与えているが、これまでは

新規利用者を対象としていた。関連法令、学内関連規程、利用マニュアル等の徹底をはか

るために、毎年の受講を促すなど、教育の徹底を行った。

４）改善の方針、達成予定時期

 動物実験実施にかかる教育訓練及び実験動物センター利用にかかる、実験動物センター

利用講習会の 3年おきの受講を義務付けるなどの再教育制度を検討する。
 またオンライン情報登録により、実験実施者がいつ、どの講習を受けたかを確認できる

システムを構築する。

７．自己点検・評価、情報公開

（基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか？）

１）評価結果

☑ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

２）自己点検の対象とした資料

実験動物センターホームページ

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。）

 自己点検評価報告書及び実験動物センターの概要、設備状況、使用状況の報告などをホ

ームページで公開している。

なお、実験動物センター及び動物実験委員会の取組について客観的な視点からその運営

を改善することを目的に、国立大学動物実験施設協議会が実施している相互検証プログラ

ムを受審したほか、動物実験委員に外部委員を加えた。

４）改善の方針、達成予定時期

  該当せず。



８．その他

（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果）

該当せず。


